
                        

 

 

令和６年５月７日 

 

 プロポーザル参加予定者 各位 

                    深谷市長  小 島  進 

 

 

           回    答    書  

 

旧煉瓦製造施設管理活用棟建設等工事設計業務プロポーザルの参加申込書等に 

関する質問に対する回答は下記のとおりです。 

 

記 

 

 

№ 項目名 質 問 内 容 回   答 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 ２ 

 

実施要領 

Ｐ.４ 

 

 

 

 

 

様式関係 

 

 

４参加資格等 

（１）建築総合主任技術者においては、

特に資格要件が無いようですが、その解

釈でよろしいでしょうか。建築士資格を

所有していない者でも担当できますか。 

 

 

様式３ 

備考４「記載した業務について、契約書

（鑑）の写し及び当該施設の概要が確認

できる平面図等の書類を添付してくださ

い」と記載がありますが、契約書の写し

を用意することができない場合、契約書

の代わりに証明できる他の資料（例えば

雑誌の記事など）で代用することは可能

でしょうか。 

 

 

 

建築総合主任技術者については

資格要件がありませんので、建

築士資格を所有していない方も

担当可能です。 

 

 

 

契約書の写しのご提出ができな

い場合、契約を証明できる証明

書のご提出をお願いいたしま

す。 

その他資料（雑誌の記事等）

では、契約書の写しの代わり

として受理できかねます。 

 



 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式３、４、５ 

資料中の「同種施設」はどのような施設

を指しますか。 

（「類似施設」は実施要領「４参加資格

等（１）資格要件第１項 オ」に記載の

施設と理解しています） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式３、４、５における同種施

設と類似施設について、以下の

とおり訂正および整理いたしま

す。 

 

・同種施設：平成３１年国土交

通省告示第９８号別添二表中の

建築物のうち、「五 商業施

設」の第１類、第２類または

「十二 文化・交流・公益施

設」の第１類、第２類に分類さ

れる施設。 

 

・類似施設：平成３１年国土交

通省告示第９８号別添二表中の

建築物のうち、「五 商業施

設」の第１類、第２類または

「十二 文化・交流・公益施

設」の第１類、第２類に列記さ

れていない施設。 

（平成３１年国土交通省告示第

９８号別添二表中の建築物のう

ち、類型一から四、六から十

一、十三から十五に該当する施

設は対象外とします） 
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